
園芸施設共済
の

あなたの大切なハウスを守ります

複数メニューの中から、経営に応じて補償を選択してください

園芸施設共済は、
農業用ハウスの再建を手厚くサポートします！
園芸施設共済は、
農業用ハウスの再建を手厚くサポートします！

近年、様々な自然災害が多発する中で、園芸施設共済への加入が災害対策の基本であり、
これ以外の国の特別対策は、過去に例のないような甚大な災害が発生した場合に限られて
います。園芸施設共済に加入し、自然災害に備えましょう。

掛金の半分は国が負担（一部特約を除く）

築年数にかかわらず、新築時の資産価値まで補償が可能

小さな損害も補償する特約があります

掛金の割引メニューが豊富
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お問い合わせ

日頃の保守管理

強風対策

積雪対策

緊急避難的損害防止対策

損害防止に努めましょう

園芸施設共済は、不慮の災害による施設等の損失を補償する
制度です。
支払われる共済金は損害を100％カバーできるものではありません。
まずは損害防止に努め、損害を最小限に食い止めることが大切です。

●さびは切断面・折り曲げ部・肌合わせ部や水が溜まりやすい部分に生じることが
多く、これらの箇所は常に掃除し、できるだけ乾燥状態を保ちましょう。

●接合部のボルトや筋交いのターンバックル等がゆるまないように注意しましょう。
●ハウスの周囲は明渠を掘って雨水の排水を良好に保ちましょう。

●筋交いや支柱を設置して、ハウスの強度を上げましょう。
●ハウスの周囲や風が当たる方角に防風ネットを設置しましょう。
●マイカ線を締め直して、ビニールの浮き上がりや振動を少なくしましょう。ビニールが
振動するとパイプとの接触部分が破れやすくなります。

●ラセン杭を点検して、ビニールの浮き上がりを防止しましょう。

●雪が降り始めてからでは間に合いません。あらかじめ補強資材を準備しましょう。
●暖房機を用いる場合は内張りを開けて屋根面付近の温度を４℃以上にしましょう。
●雪の重みでビニールがたるんで滑り落ちなくなるので、こまめに雪降ろしを行いま
しょう。

●台風や積雪により本体の損害を回避するため緊急避難的な損害防止として被覆材を切断除去される場合には、
必ず組合に連絡してください。

●事前に連絡をされず被覆材を切断除去された場合や、やむを得ず被覆材を切断除去された場合でも地域の
被害状況や気象状況などの判断により損害として認められない場合があります。



●通常すべき管理・損害防止義務を怠って生じた損害（故意・過失を含む）
●自然消耗・故障が原因による被害　●生理障害及び薬害

共済事故（共済金支払対象となる事故）

加入できるもの

補償額（付保割合）の選択【棟ごとに選択できます】

制度改正により補償が更に充実園芸施設共済の補償内容

被害にあっても共済金が少ないなぁ

ビニールが破れただけの小さな被害も補償がほしいわ

損害額が3万円（又は共済価額の5%）を超えないと補償されませんでしたが、
1万円を超える損害から補償する特約ができました。
小さな損害も補償することができます。

付保割合80％に加え、10％又は20％を上乗せして補償。

・【例】耐用年数10年を経過したパイプハウスの場合

復旧費用

・パイプハウス
・鉄骨ハウス
・ガラス室
・雨よけハウス
・多目的ネットハウス など

特定園芸施設（本体+被覆材）
オプション

+

選択された付保割合により共済金額を算定 支払共済金 ＝ 損害額 × 付保割合（　 　　）共済金額
共済価額

付保割合 から選択80 ・ 70 ・ 60 ・ 50 ・ 40%

温湿度調整・かん水・
換気・照明施設 など附帯施設

野菜・花きなどの生産費 施設内農作物

加入できない作物もあるため
「収入保険」への加入をおすすめします

風水害・雪害・ひょう害などの
気象上の原因による災害
（地震・噴火を含む）

1

4 5

2 3

地震・津波・噴火も標準で補償ポイント

次に該当する場合は共済金の支払対象となりません

補償期間 （未被覆期間を含む）1年間

付保割合追加特約

復旧費用特約

標準コースの補償額（時価額ベース）

【パイプハウスの場合】（被覆材は除く）
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（
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）

耐用年数10年間

病虫害 鳥獣害
（施設内農作物に加入している場合）

火災・破裂・爆発 車両の衝突・航空機の墜落

任意加入です

1万円特約
小損害不てん補

掛金の約1～2%の
追加で補償します。

被災した施設本体および附帯施設の復旧に要した費用を補償。
復旧を条件に、新築時の資産価値の最大８割までを補償。
農業者自身が復旧作業を行った場合も労務費相当額（復旧面積㎡当り100円）
を加算して共済金を算定します。

撤去費用
わずかな追加掛金で被災した施設本体の撤去に要した費用を補償。
撤去に要した費用が100万円を超えた場合、または施設本体の損害割合が
50％（ガラス室は35％）を超えた場合に支払対象となります。ただし、農業
者自身が撤去作業を行った場合は支払対象になりません。

付保割合追加特約

付保割合追加特約と
復旧費用のセットで
加入することで補償
が大幅に充実します。

通常は新築時の
資産価値の４割
部分を補償

補償なし
特約追加で

１

３

３

２

２

１

１

３２ + 新築時の資産
価値の10割を
補償

古くなったパイプでも新築時
の資産価値の10割まで補償
できるんだね。これで安心

特約は棟ごとに選択
できます！！
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標準コースと特約を付けた充実コースの違いをおしえて

標準コースと充実コースの違いについて 掛金を抑えたい方へ（割引コース）

標準コース 充実コース

標準コース 割引くと 割引コース年数経過により補償額は小さく
なっていきますが、耐用年数経過
後は据え置きとなり、どんなに古
いハウスでも新築時の資産価値の
4割まで補償します。

復旧費用・付保割合追加特約を
セットで加入すれば、どんなに古
いハウスでも新築時の資産価値ま
で補償します。

本体
経過年数種 類

パ
イ
プ
ハ
ウ
ス

補償額 掛　金 補償額 掛　金

1年未満

5年

10年以上

68万円

91万円54万円

39万円

13,500円

11,000円

8,200円

20,000円

18,000円

16,500円

時価額ベース 新築ベース

大きな被害を受けた時だけ補償されれば良いから、掛金を安くしたい

●（棟ごとに）小さな被害を補償範囲から外すと、掛金が大幅に割り引かれます
例：パイプハウス（パイプ太さ 19.1㎜～25.4㎜）の設置面積200㎡、被覆材は農P0（新品）の場合

★掛金の半分は国が負担しています（補償額の1.6億円までの掛金）
★無事故など被害が少ない場合は掛金率を割引き
★棟ごとに付保割合を下げることで掛金を抑えることも可能です

※損害額が　　　万円を超える場合に補償する割引コースもあります。100

全損時の支払額
はそのままで

年間掛金13,500円が

全てのハウスの加入が基本ですが、

経過年数がパイプハウスで25年、ガラス室・鉄骨ハウスで35年
を超えていれば補償から除外できます。

59％ 割引
76％ 割引
89％ 割引

損害額が

損害額が

損害額が

10

20

50

万円を超える場合に補償

万円を超える場合に補償

万円を超える場合に補償

15%

5%

20%
10%

●掛金等の割引制度

●年間掛金の目安 （設置面積200㎡の場合）

太いパイプ（31.8㎜以上）のハウス

構成員の加入割合が集団加入以前より
増加するとともに、8割を超えた場合

5人以上の構成員が加入した場合
10人以上の構成員が加入した場合

31.8㎜未満のパイプハウスでタイバー、中柱等の補強が
一定基準を満たしているハウス

共済掛金

賦課金
賦課金

共済掛金

条 　　件 割引対象 割引率

●耐用年数を大幅に超えた施設を補償から除外し、掛金を抑える

生
産
部
会
等
の

集
団
加
入

※掛金表はあくまで一例です。ハウスの構造や被覆材の種類により掛金は変わります。
　・上記パイプハウスはパイプの太さが19.1㎜～25.4㎜のハウスで試算しております。
　・上記鉄骨ハウスはアーチ型の鉄骨ハウスで試算しております。

充実コース標準コース

鉄
骨
ハ
ウ
ス

1年未満

6年

15年以上

122万円

170万円95万円

66万円

11,400円

9,100円

6,700円

17,000円

15,000円

12,800円

3 4
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※掛金表はあくまで一例です。ハウスの構造や被覆材の種類により掛金は変わります。
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損害額
6万円

加入して２ヶ月後、強風により被覆材が半損した。

支払計算例

ご契約内容に係る通知事項

損害発生に係る通知事項

損害発生に伴うお願い事項

被覆時期等に変更が生じた場合や損害が発生したら、速やかに通知事項をNOSAIまでご連絡下さい。

　・被覆期間の変更
　・移転、解体、増築又は構造若しくは材質（被覆材を含む）の変更
　・補償期間中に他の保険又は共済にご加入された場合

　・災害の種類
　・損害の状況
　・損害を受けた施設の所在地及び棟番号

　・災害を受けたパイプやビニール等は損害評価が終了するまで保存願います。
　・大災害発生時は、被害棟を１棟ごとに確認するため損害評価が遅れる場合がありますので、
緊急に修復する必要がある場合はその旨をNOSAIまでご連絡ください。

※通知が遅れますと共済金が支払えないこと
　がありますのでご注意ください。

Ｑ ビニールを張っていない期間も保険に加入しなければいけないのですか？

Ｑ 新しく建てたハウスだけ加入することはできますか？

Ｑ ビニールの被害程度は分損だったが、一棟全てのビニールを張り替えた場合、全損扱いとなりますか？

ケ
ー
ス
１

損害評価の方法と共済金の支払い例（パイプハウスの場合）

異動通知・損害通知は早急に！

園芸施設共済Q&A

■ 損害額が、ご加入時に選択された下記の金額を超えた場合に共済金を支払います。

1万円 3万円
又は共済価額の5% 10万円 20万円 50万円 100万円

■ 共済事故の発生の都度、1棟ごとに損害評価を行います。
■ 施設本体（パイプ）、被覆材の被害の割合に応じて共済金を算定します。

特 約 標準コース （掛金）割引コース

支払共済金  ＝  損害額※1 ×  付保割合

※1：  損害額  ＝  パイプの時価額  ÷  パイプの総スパン数  ×  被害スパン数※2

　　　　　　　　　　　　 +  被覆材の時価額  ×  （ I －  自然消耗割合※3  ）×  被害面積割合※4  

※2：  被害スパン数  とは

※5：  新たに被覆を要する面積  とは

※3：被覆材の  自然消耗割合  とは

以下によりパイプの被害判定を行い、交換等を要するものをカウントします。
  ●局部的に激しく曲がったり、または腰折れを起こしているもの
  ●主骨材が直管パイプでつなぎのできない大きな曲がりのもの
  ●施設内部で通常の栽培作業を行うことが不可能なもの

右図の　　　のように被害を受けた場合　　　を
「新たに被覆を要する面積」とします。
（被害箇所+のりしろ）

※4：  被害面積割合  ＝

共済責任期間の開始日から

1ヵ月 2ヵ月

0% 12% 25% 37%
3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月 7ヵ月 8ヵ月 9ヵ月 10ヵ月 11ヵ月 12ヵ月

（パイプの被害）

（被覆材の被害）

新たに被覆を要する面積※5

被覆面積

新築パイプハウス（パイプ外径25.4㎜）・設置面積200㎡・被覆面積426㎡・総スパン数80本、
被覆材は一般農PO（新品）、標準コースで付保割合80%を選択し、特約なしで加入
［パイプ時価額 73万円］・［被覆材時価額 12万円］

被覆材の時価額
12万円

付保割合
80%

× （ I －  　　　　　　  ）×

×
支払共済金
4.8万円＝

＝
自然消耗割合
0

損害額
6万円

被害面積割合
213㎡
426㎡

加入して８ヶ月後、強風により被覆材が全損、パイプが半壊した。

ケ
ー
ス
２

パイプの時価額
73万円

パイプの総スパン数
80本

被害スパン数
40本

付保割合
80%×

支払共済金
36.4万円＝

÷ ×

被覆材の時価額
12万円 × （ I －  　　　　　　  ）× ＝＋

自然消耗割合
0.25

損害額
45.5万円

損害額
45.5万円

被害面積割合
426㎡
426㎡

これまでは全てのハウスの加入をお願いしていましたが、耐用年数の2.5倍を超えたハウスは、補償
から除外することができるようになりました。例えば、耐用年数10年のパイプハウスの場合、25年経
過したものが除外できます。

近年、頻発する豪雨や台風等自然災害は、年間を通じて発生することが増えていることから未被覆
期間も含めた1年間の補償となっています。なお、未被覆期間中の掛金は、被覆期間中の掛金の３％
程度です。

分損部分に「新たに被覆を要する面積」を損害額の算出基礎としていますので、分損の場合に全て
張り替えても「全損扱い」にはなりません。

側面

側面

妻面屋根面妻面
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園芸施設共済
の

あなたの大切なハウスを守ります

複数メニューの中から、経営に応じて補償を選択してください

園芸施設共済は、
農業用ハウスの再建を手厚くサポートします！
園芸施設共済は、
農業用ハウスの再建を手厚くサポートします！

近年、様々な自然災害が多発する中で、園芸施設共済への加入が災害対策の基本であり、
これ以外の国の特別対策は、過去に例のないような甚大な災害が発生した場合に限られて
います。園芸施設共済に加入し、自然災害に備えましょう。

掛金の半分は国が負担（一部特約を除く）

築年数にかかわらず、新築時の資産価値まで補償が可能

小さな損害も補償する特約があります

掛金の割引メニューが豊富

2023年版

山口市小郡長谷一丁目3番3号  代表番号 083-972-7500

https://ymgc-nosai.org/山口県農業共済組合
本  所

東部支所（旧東部総合支所・田布施支所・周南支所エリア）
〒742-0417  岩国市周東町下久原484番地3
☎0827-84-0041　FAX：0827-84-0053

中部支所（旧佐波支所・吉山（本所）・厚狭地区支所エリア）
〒754-0042  山口市小郡長谷一丁目3番3号
☎083-972-2340　FAX：083-972-3944

北部支所（旧阿東支所・阿武萩支所・阿北出張所エリア）
〒758-0303  萩市大字高佐下1982番地65
☎08388-8-5050　FAX：08388-8-5051

西部支所（旧西部総合支所・長門支所・美祢支所エリア）
〒750-0424  下関市豊田町大字矢田271番地7
☎083-250-6208　FAX：083-250-6209

お問い合わせ

日頃の保守管理

強風対策

積雪対策

緊急避難的損害防止対策

損害防止に努めましょう

園芸施設共済は、不慮の災害による施設等の損失を補償する
制度です。
支払われる共済金は損害を100％カバーできるものではありません。
まずは損害防止に努め、損害を最小限に食い止めることが大切です。

●さびは切断面・折り曲げ部・肌合わせ部や水が溜まりやすい部分に生じることが
多く、これらの箇所は常に掃除し、できるだけ乾燥状態を保ちましょう。

●接合部のボルトや筋交いのターンバックル等がゆるまないように注意しましょう。
●ハウスの周囲は明渠を掘って雨水の排水を良好に保ちましょう。

●筋交いや支柱を設置して、ハウスの強度を上げましょう。
●ハウスの周囲や風が当たる方角に防風ネットを設置しましょう。
●マイカ線を締め直して、ビニールの浮き上がりや振動を少なくしましょう。ビニールが
振動するとパイプとの接触部分が破れやすくなります。

●ラセン杭を点検して、ビニールの浮き上がりを防止しましょう。

●雪が降り始めてからでは間に合いません。あらかじめ補強資材を準備しましょう。
●暖房機を用いる場合は内張りを開けて屋根面付近の温度を４℃以上にしましょう。
●雪の重みでビニールがたるんで滑り落ちなくなるので、こまめに雪降ろしを行いま
しょう。

●台風や積雪により本体の損害を回避するため緊急避難的な損害防止として被覆材を切断除去される場合には、
必ず組合に連絡してください。

●事前に連絡をされず被覆材を切断除去された場合や、やむを得ず被覆材を切断除去された場合でも地域の
被害状況や気象状況などの判断により損害として認められない場合があります。


